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○ 都市計画法第18条の２に規定
する「市町村の都市計画に関
する基本的な方針」として定め
る

○ 市町村が創意工夫のもとに都
市の将来のあるべき姿やまち
づくりの方向性を示すもの

○ 現行計画は、令和４年３月に改
定

 （目標年次：令和１２年）

　◆都市計画マスタープランとは

１．計画の概要及び改定の背景
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　◆本計画の位置付けと役割

１．計画の概要及び改定の背景

京都府の計画

京都府総合計画

南丹都市計画 都市計画区域
の整備・開発及び保全の方針

（都市計画法第６条の２）

即す

整合

亀岡市の計画

第５次亀岡市総合計画

部門別計画

・地域公共交通計画
・水と緑の基本計画
・景観計画　など

亀岡市都市計画マスタープラン
（都市計画法第18条の2）

○ 都市計画の方針を明確にする
○ 個別の都市計画決定・変更の指針となる
○ 市民参加を促す契機となる

亀岡市立地適正化計画

即す

即す

即す

個別の都市計画（特に、本市が定める都市計画）

地域地区 都市施設 市街地開発事業

地区計画 その他都市計画に関するもの
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　◆主な改定の要素

１．計画の概要及び改定の背景

分類 要素

上位計画・

関連計画

南丹都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
【京都府】の変更（令和６年１２月）

亀岡市立地適正化計画【亀岡市】の改定（令和８年３月予定）

亀岡市水と緑の基本計画【亀岡市】の改定（令和６年３月）

その他各種関連計画の改定

都市計画

第７回線引き定期見直し【京都府】

（篠町篠インター地区、篠町篠洗川地区を市街化区域に編入
　余部地区、浄法寺地区を一般保留地区に編入）
用途地域・地区計画等も同時決定【亀岡市】

土地利用

土地区画整理事業の進展（高野林小林地区、篠町篠インター地区、篠町篠
洗川地区、亀岡インター周辺西地区　など）

民間の開発事業の進展（篠町篠合戦野（畠ヶ田池周辺）地区　など）
かめおか防災広場、博物館、文化ホール
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　◆主な改定の要素（位置図）

１．計画の概要及び改定の背景

高野林小林地区

亀岡インター周辺西地区

浄法寺地区

篠町篠洗川地区 篠町篠インター地区

篠町篠合戦野地区
（畠ヶ田池周辺）

余部地区
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　◆まちづくりの方針：まちづくりの目標

２．主な改定内容

第５次亀岡市総合計画

《目指す都市像》

　人と時代に選ばれる
　　　　　　　リーディングシティ亀岡
《重点テーマ》
・子育てしたい、住み続けたいまちへ

・スポーツ、歴史・文化、観光の魅力で産業
　が輝くまちへ
・世界に誇れる環境先進都市へ

・だれもが安心して暮らせる防災・減災、
　セーフコミュニティ、多文化共生のまちへ
・次代をリードする新産業を創出するまちへ

 まちづくりの主要課題

（１）人口減少・少子高齢化対策
（２）効率的な都市構造への転換
（３）観光振興の推進
（４）産業振興の推進

（５）地域特有の自然環境や景観との
　　　調和・保全
（６）脱炭素社会の実現
（７）防災・減災対策
（８）多文化共生の推進
（９）公共施設などの適正な更新・維持管理
（10）官民連携・地域協働の推進

 

◆まちづくりの目標

○ 人にやさしい誰もが住み続けたいと思えるまちづくり
○ 交流によるにぎわいの創出と産業の活性化による自立したまちづくり
〇 豊かな自然環境と魅力的な景観に配慮したまちづくり
○ 誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくり
○ 多様な主体の連携による地域協働のまちづくり

都市計画分野の目標
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　◆全体構想：将来の土地利用方針

＜主な変更内容＞

・市街化区域編入箇所
の反映

・市街地拡大検討地区
の方針の見直し

２．主な改定内容

■ 土地利用方針図（市街地とその周辺部）
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　◆全体構想：市街地及び集落地などの整備方針

２．主な改定内容

＜主な変更内容＞

・新市街地、既成市街
地の区分の見直し

・文化交流施設（博物
館・文化ホール）の方
針を追加

・スポーツ交流施設の

　方針の追加

■ 市街地の整備方針図（市街地とその周辺部）
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◆全体構想：交通体系の整備方針
　・国道９号の「ダブルルート化」の表現の見直し

◆全体構想：環境保全及び公園・緑地整備などの方針
　・京都・亀岡保津川公園の方針の見直し

◆全体構想：供給処理体系の整備方針

　・特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の一部　　　

　　を公共下水道事業（年谷浄化センター）へ統合予定を反映

◆全体構想：都市防災の整備方針
　・かめおか防災広場の方針の追加

　・事前復興まちづくり計画策定の検討

２．主な改定内容

11



　◆目指す都市像の実現に向けて：まちづくりの具体的施策

２．主な改定内容

＜主な変更内容＞

・新たな事業の追加

・完了した事業の削除

■ まちづくりの具体的施策の位置図（市街地地域）
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　◆スケジュール

３．今後のスケジュール

 令和８年２月中旬　　　京都府調整会議

 令和８年６月頃（予定）　都市計画審議会

 令和８年９月頃（予定）　都市計画マスタープラン改定

 令和８年５月頃（予定）　パブリックコメント
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亀岡市立地適正化計画
改定（案）について

まちづくり推進部　都市計画課
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１　立地適正化計画の概要
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2008年のピーク時
２０２０年

２０５０年

２０７０年

２１２０年（低位推計）

約１，２２７万人

約３，１２８万人 約３，３３０万人

約７，１９９万人

約１２，８０８万人
約１２，６１５万人

約１０，４６９万人

約８，７００万人

約３，５８７万人

日本の総人口は、今後１００年間で約１００年前
（明示時代後半）の水準に戻る可能性があり、こ
れは日本の歴史上でも類を見ない、極めて急激
な減少となっています。
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県庁所在地の人口の推移
（三大都市圏及び政令指定都市を除く。）

１都市の平均人口（万人）

県庁所在地のDID面積の推移
（三大都市圏及び政令指定都市を除く。）

１都市の平均DID面積（ｋ㎡）

※DID（人口集中地区）とは、市区町村の地区の中で、４，０００人/ｋ㎡等の条件を満たす、

 ある程度人口が集中した地区のこと。

１９７０年→２０２０年

人口は約２割増加

今後は、約５０年前の

１９７０年と同水準
となる見込み

一方・・・
１９７０年→２０２０年で

DID面積は約２倍に

１　立地適正化計画の概要
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１　立地適正化計画の概要

今のままでは、無秩序に広がった市街地のまま、人
口密度が減ることとなり、行政コストの増大、都市
のスポンジ化、医療機関や介護施設等の必要施設
までの移動コストの増大等が懸念される。

鉄道や国道等の主要な交通ルートを中心に、市民の
方の居住や、大規模商業施設、総合病院等の都市機
能施設を緩やかに誘導していくことにより、行政コ
スト等の肥大化を防ぐとともに、誰もが生活しやす
い社会を目指す。
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１　立地適正化計画の概要

持続可能な都市経営（財政、経済）のため

・公共投資、行政サービスの効率化
・公共施設の維持管理の合理化
・住宅、宅地の資産価値の維持
・ビジネス環境の維持・向上、知恵の創出

・健康増進による社会保障費の抑制

高齢者の生活環境・子育て環境のため

・子育て、教育、医療、福祉の利用環境向上
・高齢者・女性の社会参画
・高齢者の健康増進
・仕事と生活のバランス改善

・コミュニティ力の維持

地球環境、自然環境のため

・CO2排出削減
・エネルギーの効率的な利用
・緑地、農地の保全

防災のため

・災害危険性の低い地域の重点利用
・集住による迅速、効率的な避難

コンパクト＋ネットワーク

限られた資源の集中的・効率的な利用で持続可能な都市・社会を実現
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１　立地適正化計画の概要

立地適正化計画を構成する項目

基本方針

居住誘導区域

都市機能誘導区域

防災指針

各市町村における方針を
記載

人口密度を維持し、生活
サービス等が持続的に確
保されるよう居住の誘導
を図る区域

主な都市機能を中心拠
点に誘導することで、効
率的な都市運営を図る
区域

居住誘導区域内で災害
危険度の高い区域に対し、
防災施策等を示した指針
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２　改定原案の概要

亀岡市の計画

 
・亀岡市公共施設等総合管
理計画

・亀岡市地域公共交通計画

・亀岡市子ども・子育て支援
事業計画

・改定亀岡市地域福祉計画
等

京都府の計画

第５次亀岡市総合計画京都府総合計画

南丹都市計画
都市計画区域の
整備、開発及び

保全の方針
各種個別計画

亀岡市
人口ビジョン・総合戦略

亀岡市都市計画
マスタープラン

亀 岡 市
立地適正化計画

連携

連携

即す 即す

 
一
部

 

即す

計画の
位置付け

第１章　基本的事項
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２　改定原案の概要 第２章　現状の分析
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２　改定原案の概要 第３章　まちづくりの方針

 

亀岡市立地適正化計画の基本方針

人と時代に選ばれる リーディングシティ亀岡
 

亀岡市総合計画の目指す都市像

人と時代に選ばれる リーディングシティ亀岡

居住誘導、都市機能誘導の両区域を、企業や市民の方
から選ばれる区域とするため。

 

亀岡市立地適正化計画の目指す都市像

育てる・働く・楽しむ
安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

重点方針

定住促進・少子化対策
～子育て世帯のニーズに答える快適なまち～

安全・安心の推進
～誰もが安全・安心に暮らし続けられるまち～

にぎわい創出
～自然・スポーツ・大学を核として、他市にない個性を持つまち～

 

中心拠点

JR亀岡駅周辺

 

地域拠点

JR千代川駅周辺
JR並河駅周辺あ
JR馬堀駅周辺あ  

地域交流拠点

京都先端科学大学周辺
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２　改定原案の概要 第４章　居住誘導区域

人口や土地利用等の状況を見
通し、良好な居住環境を確保し、
地域内の公共投資や施設の維
持運営等の都市経営が効率的
に行われるように定める。

市街化区域から、工業地域（人
が住むことを想定しない地域）
を除く全ての地域を居住誘導
区域として設定。（前回から変
更なし）
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２　改定原案の概要 第５章　都市機能誘導区域

居住誘導区域内において、鉄
道駅に近い等、周辺からの公
共交通によるアクセスの利便
性が高く、業務、商業等が特に
集積する地域を定める。

一定の評価指標を基に、左図
のように決定。JR各駅及び大
学の各種拠点が中心。部分改
定であるため、基本的には前
回設定時の区域を維持。ただ
し、一部に変更あり。（詳細は後
述）
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２　改定原案の概要 第６章　防災指針

　居住誘導区域では、災害リスクの高い地域を全て除いてしまうことが理想だが、洪水、雨水出水、土
砂災害等は影響が広範囲に及び、既に市街地が形成されている箇所も多い。これら全てを居住誘導
区域から除くことは困難であるとの考え方から、災害リスクを踏まえた課題を抽出し、居住誘導区域
内を中心として、都市防災に関する指針を設定する必要がある。（ただし、いわゆる“災害レッドゾー
ン”については、居住誘導区域から除くものとされている。）

土砂災害

洪水

亀岡地区

篠町

つつじケ丘地区

大井町

曽我部町

千代川町

防災まちづくりの方針

災害種別 エリア別
課題の抽出、取
組方針、対策案
等を記載。
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２　改定原案の概要 第７章　目標値及び届出制度

目標と設定理由 基準値 現況値 目標値

居住誘導区域内
の人口密度

居住誘導区域内の人口密度を維持することにより、区域
内の商業等生活サービス施設の維持や地域コミュニティ
の活力維持を図ります。

57.4人/ha
（H27）

55.9人/ha
（R2）

55.9人/ha
（R22）

バス利用者数の
増加

公共交通の利用促進を図ることで持続可能な公共交通の
構築を目指します。

4,000人
（H28）

3,616人
（R4）

3,800人
（R22）

年間観光入込客
数の増加

観光資源等を活かした魅力ある中心市街地の形成を図る
ことで、地域活力の向上とにぎわいの創出を図ります。

2,408,467人
（H26）

2,326,370人
（R4）

3,680,000人
（R22）

誘導区域外における住宅開発や誘導施設の動向を把握するため、法に定められた行為を行う場合に、
市長への届出義務が生じます。

届出制度

居住誘導区域 …… ある程度の規模の開発行為や建築行為を区域外で行う場合

都市機能誘導区域 …… 区域外での誘導施設の新築や、誘導施設の区域外への移転、廃止等を行う場合
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３　主な改定内容
（１）　都市機能誘導区域の変更

変更箇所
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３　主な改定内容
（１）　都市機能誘導区域の変更
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３　主な改定内容
（１）　都市機能誘導区域の変更

変更箇所
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３　主な改定内容
（１）　都市機能誘導区域の変更
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３　主な改定内容
（２）　防災指針の追加

都市再生特別措置法の改正（令和２年９月施行）

計画内に“おおむね掲げる事項”として、
防災指針が追加

1.防災指針とは
(1)背景
(2)目的

2.防災指針検討の流れ
(1)検討の流れ
(2)対象とするハザード情報
(3)災害リスクと居住誘導区域との関係

3.防災･減災まちづくりに向けた課題と対策
（地区別：亀岡地区、篠町･つつじヶ丘、
                 千代川･大井町、曽我部町）

4.取組方針
(1)防災まちづくりの方針
(2)災害種別の取組方針（洪水･土砂災害）

5.実施プログラム

【防災指針の構成】

・居住誘導区域内における災害リスクの抽出

・災害対策に関する方策等の検討
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３　主な改定内容
（２）　防災指針の追加 P３２

市街化区域内の

P３４

土砂災害の状況 洪水の状況

※紫の○は、レッドゾーンを示す
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３　主な改定内容
（２）　防災指針の追加

亀岡市同報系デジタル防災行政無線システムや
LINE 等による非常時の緊急情報の迅速な周知

亀岡駅北から安町に繋がる
アンダーパス部について
洪水時の注意喚起の強化

学校、自治会等で、防災・減災をテーマ
とした出前ミーティングを実施するこ
とによる防災意識の向上 

京都府への土砂災害防止施設等の
整備への働きかけの強化
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４　今後のスケジュール

１１月～１２月 京都府との調整（済）

１月２９日 亀岡市都市計画審議会

２月上旬～３月上旬 パブリックコメント

３月下旬 公表

21


